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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月9日(2016.9.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加硫性ゴム組成物であって、
　（ａ）共役ジエンポリマーまたはコポリマー構成成分と、
　（ｂ）補強充填剤構成成分であって、
　　（ｉ）カーボンブラック、
　　（ｉｉ）シリカおよびシランカップリング剤、および
　　（ｉｉｉ）シリカ
の少なくとも１つを含む、補強充填剤構成成分と、
　（ｃ）下記式
　（ＲＣＯＯ）ｐＭ（ｐ＋ｎ）＋（ＯＨ）ｎ，
　（式中、
　Ｒは、１～２５個の炭素原子を有し、ハロゲン原子、窒素、酸素およびイオウから選択
されたヘテロ原子を任意に含むヒドロカルビル基であり、
　Ｍは、アルミニウム、バリウム、カドミウム、カルシウム、コバルト、鉄、リチウム、
マグネシウム、ナトリウム、錫、亜鉛およびジルコニウムからなる群から選択され、
　ｐ＋ｎはＭの原子価に等しく、ｎおよびｐの各々は０～（ｐ＋ｎ）に及ぶ整数から独立
して選択される。）
　によって表される少なくとも１つの金属カルボキシレートを、（ａ）共役ジエンポリマ
ーまたはコポリマー構成成分１００重量部（ｐｈｒ）に対して、０．５～４０重量部（ｐ
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ｈｒ）とを含む、加硫性ゴム組成物。
【請求項２】
　少なくとも１つの金属カルボキシレートは、（ａ）共役ジエンポリマーまたはコポリマ
ー構成成分１００重量部（ｐｈｒ）に対して、０．５～２０重量部（ｐｈｒ）の量で存在
する、請求項１に記載の加硫性ゴム組成物。
【請求項３】
　以下のａ．、ｂ．及びｃ．の少なくとも一つを満足する請求項１又は２に記載の加硫性
ゴム組成物。
ａ．　比較ゴム組成物が少なくとも一つの金属カルボキシレートを含有しないこと以外は
前記ゴム組成物と同じであって、未加硫時において、前記ゴム組成物のムーニー粘度（１
３０℃におけるＭＬ１＋４）が前記比較ゴム組成物のムーニー粘度より低い、
ｂ．　比較ゴム組成物が少なくとも一つの金属カルボキシレートを含有しないこと以外は
前記ゴム組成物と同じであって、加硫されている場合において、前記ゴム組成物の弾性率
Ｇ’（５０℃、５％歪、１５Ｈｚ）が前記比較ゴム組成物の弾性率Ｇ’の少なくとも９０
％である、又は
ｃ．　比較ゴム組成物が少なくとも一つの金属カルボキシレートを含有しないこと以外は
前記ゴム組成物と同じであって、加硫されている場合において、前記ゴム組成物のヒステ
リシス損失（５０℃、５％歪、１５Ｈｚ）が前記比較ゴム組成物のヒステリシス損失と比
較して同じ又はより低い。
【請求項４】
　前記ゴム組成物はさらに硬化剤構成成分を含み、前記硬化剤構成成分は、加硫剤、加硫
促進剤、加硫活性剤、加硫阻害剤およびスコーチ防止剤の少なくとも１つを含む、請求項
１～３のいずれか一項に記載の加硫性ゴム組成物。
【請求項５】
　（１）マスターバッチを混合することであって、
　　（ａ）前記共役ジエンポリマーまたはコポリマー構成成分、
　　（ｂ）前記補強充填剤構成成分、および
　　（ｃ）少なくとも１つの前記金属カルボキシレートを含む、マスターバッチを混合す
ることと、
　（２）最終バッチを混合することであって、
　　（ａ）前記硬化剤構成成分、および
　　（ｂ）前記マスターバッチを含む、最終バッチを混合することと、
　（３）前記最終バッチを加硫することとを含む、請求項４に記載のゴム組成物を調製す
る方法。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のゴム組成物又は請求項５に記載の調製する方法か
ら生成するゴム組成物を含むトレッドを含むタイヤ。
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